
後期高齢者医療（75 歳以上） 被保険者証 を 

お持ちの皆さまへ 
 

私たちは「後期高齢者診療料」の算定に反対しています。 

良い医療が受けられなくなる可能性があります。 
 

 

皆さんの病気は１つだけですか。そうでない方も多いのでは 

ないでしょうか？ 

色々な病気（高血圧、糖尿病、心臓病、白内障、腰痛、神経痛、膝関

節炎等）を、一人の主治医だけに診てもらうことで安心できますか？ 

誰もが、一つ一つの病気をより専門的な医師に診てもらいたいと思う

のではないでしょうか。 

 

 限られた医療費を大切に使うことは大事なことです。 

しかし、医療費の削減を主目的とした“後期高齢者診療料”は、「一人の患者

に、一つの主病だけを認め、一人の主治医が診療する」という考え方を基本に

しています。将来、良質の医療を受けられなくなることが心配です。 

 

 

 

 

 

 

 

 当院は、県医師会と共に、皆様が良い医療を受けられる

よう様々な活動を行っています。 

 他の医療機関を受診された際にも、「後期高齢者診療料」

の算定に同意されないようご協力をお願いいたします。 
 
 

宮 崎 県 医 師 会 

患者さんが 

選べます。 

後期高齢者 
診療料 
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出来高制 

（今まで通り） 

他医療機関での 
治療が制限されます→ 

医療の格差へ 
 
各医療機関が協力して 

皆様の健康を 
守っていきます。 

近い将来… 

を選んだ場合

を選んだ場合


